
 

 

２０１８年度りんごゆうパック運送計画について 

 

 日本郵便（株）信越支社郵便・物流オペレーション部は、本日（10月 25日）「２０

１８年度りんごゆうパック運送計画」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記概要は、長野県各地域における「りんごゆうパック」の取扱物数増加に対応す

るため、臨時運送施設を設定し、円滑かつ効率的な運送を確保するものです。 

 今年度については、分室を８ヶ所、集積所を９ヶ所開設し各地域の対処にあたると

しています、分室および集積所については支社資料別紙１を参照願います。 

別紙２では、年末期差立（りんご）オペレーション作業内容を示しており「１ 地域

区分拠点（分室）の設置、２ 集積所等へのゆうパック集約、３ 集積所等における事

前区分と輸送、４ 運送便の設定と役割、５ 運送便に関する遵守事項、６ 安全管理の

徹底、７ その他」について記載されています、また３８・３９地域とも同様な内容で

す。 

別紙３では、「地域区分拠点（分室）の設置」に伴う「りんごゆうパック差立オペレ

ーション計画」が３８・３９地域ごとフローで示されております。 

別紙４（支社資料②）では、各分室の輸送容器作成方が示されています。 

運送便については支社資料③を参照願います。なお、ピークがずれた場合は分室の

開設期間、運送便の延長もあり得るとしています。 

地本では、予定取扱物数を質したところ昨年並みの１１１万個（対前年比９９・０％）

としています。 

 管外差立については昨年と同様に、概ね１６時３０分頃までに集荷した「りんごゆ

うパック」については、当日の運送便で差立てることとし、それ以降のものは、翌日

の臨時便若しくは上一号便で差立てる計画となっています。 

 

 なお、例年問題となりますパレット（輸送容器）についてはＬ型ボックスパレット

を新規に約 10,000台を増備し対応をはかるとしています。また発着管理システムに

より管内・管外から必要な回送の徹底をはかっていくとしています。 

 

【労使対応】 当該局における単局窓口 
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